
仕 様 書 
１ 件 名 保育園給食調理業務委託（第三ひもんや保育園） 

２ 履 行 期 間 令和８年４月１日 から 令和９年３月３１日 まで 

３ 履 行 場 所 目黒区立第三ひもんや保育園：目黒区碑文谷５－１５－１９ 

４ 業 務 内 容 別紙１「給食調理業務委託内容」のとおり 

５ 契 約 種 別 総価契約 

６ 支 払 方 法 毎月払 

７ 資料提出義務 受託者（以下「乙」という。）は目黒区（以下「甲」という。）の求めにより
諸資料を作成し、提出しなければならない。 

８ 業務引継義務 乙は契約期間が満了した場合、翌年度業者が変更になるときは新規業者の申
し入れに基づき、業務が円滑に行えるよう、また業務遂行に支障をきたすこと
のないよう引継ぎを行うものとする。 

９ 原状回復義務 乙は本契約期間が満了、または支障をきたし甲より途中解約された時は、本
業務に関する施設を原状に復して返還するものとする。 

ただし、乙が次期も引き続き業務を行う場合はこの限りではない。 

10 賠 償 責 任 乙は業務遂行に際し、その責に帰すべき事由により甲及び第三者に対し損害
を与えたときは、その賠償責任を負い、かつこれに伴う一切の費用を負担する
こと。 

ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りでは
ない。 

11 業 務 保 証 乙が契約業務を遂行することが困難になる恐れが生じたときは、速やかにこ
れを甲に報告しなければならない。また、乙の遂行が不能になったときは、
甲、乙、両者が状況を確認し、乙が選定した再委託業者を甲に報告し了承を得
たうえで、そのものに遅延なく給食業務を遂行させるものとする。 

なお、再委託業務に係わる経費は乙の負担とする。 

12 個人情報保護 別紙２「機密情報の取扱いに関する標準特記仕様書」のとおり 

13 受託者責務 (1) 乙の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期
し、事故防止に関する必要な措置を講ずること。 

  (2) 乙は常に善良なる管理者の注意を持って業務を遂行し、業務の進捗状況
について確認のうえ適宜報告すること。 

  (3) 関係法令等を遵守し、その適用及び運用は乙の責任において適切に行う
こと。 

  (4) 業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期
間満了後においても同様とする。 

14 業務改善提案 乙は、年度当初の業務計画の見直しを行い、作業方法、人員配置体制などの
改善点を示し、これに伴う経費の増減内訳を明示した業務改善提案書を甲に提
出すること。ただし、契約を継続できる最終年度について、業務改善提案書等
の作成・提出の必要はない。 

業務改善提案の範囲は、原則として業務計画書及び特記仕様書に係る部分と
する。 



また、賃金に係る改善提案の場合は、乙における雇用形態と給与体系などの
説明書を必ず付記すること。 

業務改善提案書については、企業秘密に該当する部分を除き原則として公開
可能なものとすること。 

業務改善提案書等の提出書類及び提出時期については、別途指定する。 

15 業務の継続 甲は、乙の業務の履行状況や乙が提出する業務改善提案について、評価を行
う。なお、評価結果が良好であると認められた場合には、翌年度以降随意契約
により契約締結する可能性がある。第三ひもんや保育園は令和９年度末をもっ
て閉園のため、随意契約については、翌年度以降１年間（初年度を含め通算２
年）を限度とする。 

なお、公契約条例適用案件、または最低賃金法による賃金の上昇に伴い、当
該業務に係る人件費が増額となる案件以外の契約については、業務の内容に変
更がない限り、翌年度以降に随意契約する契約金額は、前年度の契約金額と同
額となることに留意すること。 

16 公害対策関係 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合には、都民と
健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12年東京都条例第 215号）
他、各県条例に規定するディーゼル車規制に適合する自動車とすること。な
お、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等
の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出するこ
と。 

17 基本的人権の
尊 重 

乙は、本契約の履行に当たり、基本的人権を尊重し、個人の尊厳を守り、あ
らゆる差別をなくすために適切な対応を図ること。 

18 そ の 他 (1) 保育園の敷地内は全面禁煙とし、本契約の履行に従事する従業員等に、
この敷地内で喫煙させないこと。また、施設周辺道路での喫煙も自粛さ
せること。 

  (2) 本仕様書に定めのない事項または疑義のある場合は、その都度甲と乙と
の協議の上決定する。 

  (3) 別紙１から４に改定があった場合はそれに従うこと。 

19 担 当 目黒区子ども若者部保育課保育係 大久利 

電話：０３－５７２２－９８６５（直通） 

FAX：０３－５７２２－９６５９ 
 


